高知県林業・木材産業改善資金事務取扱要領
  林業・木材産業改善資金に関する事務の取扱いについては、高知県林業・木材産業改善資金貸付規則（平成16年高知県規則第6号。以下「規則」という。）の定めるところによるほか、この要領に定めるものとする。
第１　資格認定の手続
１　貸付資格認定申請書の提出
（１）林業・木材産業改善資金の貸付資格の認定を受けようとする者（以下「認定申請者」という。）は、林業･木材産業改善資金貸付資格認定申請書（規則別記第１号様式）を３部作成し、１部を認定申請者の控えとし、２部を認定申請者の住所地又は所在地を管轄する林業事務所（林業振興事務所を含む。以下「林業事務所等」という。）に提出しなければならない。
（２）林業事務所等は、関係書類を審査し、林業・木材産業改善資金の貸付資格の認定に係る技術判定資料及び貸付けに係る意見書（別記第１号様式）を作成の上、これに関係書類を添えて、１部を木材産業課に送付するものとする。
（３）貸付資格認定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
  　ア　認定申請者が法人又は団体である場合は、定款又は規約等及び直近３期分の決算書。ただし、森林組合及び森林組合連合会は、直近３期分の決算書
  　イ　認定申請者が個人である場合は、経営状況及び財産状況調べ（別記第２号様式）及び所得証明書
　　ウ　事業費に係る見積書及びカタログ等
エ　導入する機械施設が中古品の場合で、当資金の償還期間が導入する機械の耐用年数を超え
　るときは、証明書（別記第３号様式）及び確約書（別記第４号様式）
オ　融資機関に提出した借入申込書の写し
カ　貸付資格の認定を申請する日の前日までに納期限の到来した県税について滞納がない旨の証明書
キ　アからカまでに掲げる書類のほか、必要な書類
２　貸付資格認定審査等
（１）審査
　　　知事は、受理した貸付資格認定申請書を審査し、貸付資格の決定を行うものとする。



（２）認定通知
　　　知事は、認定申請者に認定する旨（規則別記第２号様式）又は認定しない旨の通知を行うとともに、林業事務所等及び第２の１（１）により認定申請者が林業・木材産業改善資金借入申込書を提出した融資機関にも認定又は認定しない旨の連絡を行うものとする。
第２　融資機関への貸付方法等
　
１　貸付金の貸付申請
（１）林業・木材産業改善資金の貸付けを受けようとする者（以下「借入申込者」という。）は、林業・木材産業改善資金を取り扱う融資機関（以下「融資機関」という。）に林業・木材産業改善資金借入申込書（規則別記第３号様式）を融資機関が必要とする書類を添えて提出しなければならない。
　　
（２）林業・木材産業改善資金の貸付けを行うために必要な資金（以下「県貸付金」という。）の貸付けを受けようとする融資機関は、（１）により提出された申請が適当であると認める場合は、林業･木材産業改善資金県貸付金貸付申請書（規則別記第４号様式）を３部作成し、１部を融資機関の控えとし、林業･木材産業改善資金貸付資格認定書を添えて２部を林業事務所等へ提出しなければならない。
（３）林業･木材産業改善資金県貸付金貸付申請書の提出を受けた林業事務所等は、貸付申請に関する意見を添えて、１部を高知県林業振興・環境部木材産業課（以下「木材産業課」という。）へ送付するものとする。
２　県貸付金の貸付決定
（１）貸付の決定及び通知
   　 知事は、受理した県貸付金の貸付の申請が適当であると認めたときは、貸付けの決定を行い、融資機関に林業・木材産業改善資金県貸付金貸付決定通知書（規則別記第５号様式）を交付する。交付を受けた融資機関は、直ちに第４により林業・木材産業改善資金の貸付手続を行わなければならない。
（２）経費の負担
　　　貸付申請手続等に係る経費のうち借入申込者及び融資機関が当然負担すべき収入印紙、諸手　　数料等の経費については、借入申込者又は融資機関の負担とする。
３　貸付実行
（１）貸付け
　　　知事は、融資機関からの林業・木材産業改善資金県貸付金支払請求書（規則別記第６号様式）の提出があった場合は、県貸付金を貸し付けるものとする。
（２）貸付契約の締結
  　　県貸付金の貸付決定を受けた融資機関は、貸付けを行う借入申込者ごとに、速やかに林業･木材産業改善資金県貸付金借用証書（規則別記第７号様式）を作成し、知事に提出しなければならない。
（３）償還期日
　　償還期日は、毎年度８月３１日又は２月２８日のうち、借入申込者が選択するいずれかの日とする。
（４）借受けの辞退
　　ア　融資機関が県貸付金貸付決定後、借受けを辞退しようとする場合は、貸付実行日までに林業･木材産業改善資金県貸付金借受辞退届（別記第５号様式）を３部作成し、１部を融資機関の控えとし、２部を林業事務所等に提出しなければならない。
　　イ　融資機関から提出を受けた林業事務所等は、借受辞退届に関する意見を添えて、１部を木材産業課に送付しなければならない。
４　事業の完了
（１）事業実施報告書の提出
　　ア　融資機関は、規則第１３条第１項の規定により借受者から林業・木材産業改善資金事業実施報告書（規則別記第８号様式）の提出を受けた場合で、その内容が適当であると認めたときは、林業・木材産業改善資金県貸付金事業実施報告書（規則別記第９号様式）を３部作成し、１部は融資機関の控えとして、２部を林業事務所等に提出しなければならない。
イ　林業事務所等は、事業実施報告書に記載されている事業が確実に行われているかどうかを確認するとともに、その確認内容等を林業・木材産業改善資金借受者調査書（別記第６号様式）に記載し、事業実施報告書１部を添えて、事業実施報告書受理後１０日以内に木材産業課に提出しなければならない。
　　ウ　知事は、林業事務所等が行った確認の結果が貸付けの目的に適合していない場合は、融資機関及び借受者に是正等の指示を行うものとし、融資機関及び借受者は、その指示に従わなければならない。
　　エ　知事は、事業費が増加しても追加して貸付けは行わないので、借受者は、自己資金を追加して事業を行うこと。この場合において、増加後の事業費の払出しは、第４の６の（３）に基づき行わなければならない。
　　オ　借受者は、事業費が減少し、貸付金の剰余（超過貸付額）が生じた場合には、その金額を繰上償還しなければならない。
（２）証拠書類の保管等
　　ア　借受者は、事業の実施に要した機械・施設の購入等経費の払出し完了後、納品書、請求書、領収書等を、その他の証拠書類と共に償還の完了後５年間保管しなければならない。
　　イ　法人格のない団体及び個人が共同して借り受けた場合は、経理責任者を定め、個人ごとの自己負担金の徴収、償還金の納付等状況を明らかにしなければならない。
５　計画の変更及び事業の中止
（１）計画の変更
ア　借受者は、林業・木材産業改善資金の借受後、事業の完了までに、貸付資格認定された林業・木材産業改善措置に関する計画（以下「認定計画」という。）の内容に大幅な変更を加える場合は、林業・木材産業改善措置に関する計画変更承認申請書（別記第７号様式）を３部作成し、１部を借受者の控えとし、２部を林業事務所等へ提出しなければならない。
　　イ　大幅な変更は、次のとおりとする。
　　（ア）事業の実施が借受時期より３月以上遅延するとき。ただし、認定計画書に３月を超える事業期間を記載し、貸付資格の認定を受けている場合は、この限りでない。
　　（イ）事業規模又は事業費が３０パーセントを超える場合
　　（ウ）当初導入を予定していなかった施設、機械等を導入しようとするとき。
　　　　なお、上記以外の軽微な変更の場合は、第２の４の（１）により事業完了後に事業実施報　　　告書を提出する際に、その旨を明らかにすれば足りるものとする。
　　ウ　借受者から提出を受けた林業事務所等は、変更承認申請に関する意見書を添えて、１部を木材産業課に送付するものとする。
　　エ　知事は、貸付資格認定及び貸付の決定手順方法に準じてこの内容を審査し、やむを得ないと認めるときは、林業・木材産業改善措置に関する計画変更承認書（別記第８号様式）により通知し、承認しないときは、その旨を通知するものとする。
オ　融資機関及び借受者は、計画の変更又は変更を承認しないことにより貸付金に余剰が発生　した場合の繰上償還については、知事の指示に従わなければならない。
（２）事業の中止又は廃止の届出
　ア　借受者は、事業を中止し、又は廃止する場合は、林業・木材産業改善資金事業中止（廃止）届（別記第９号様式）を３部作成し、１部を借受者の控えとし、２部を林業事務所等へ提出しなければならない。
　イ　借受者から提出を受けた林業事務所等は、事業中止（廃止）に関する意見を添えて、１部を木材産業課へ送付するものとする。
ウ　知事は、借受者から事業中止（廃止）届が提出された場合は、貸付資格の認定を取り消すとともに、その旨を当該貸付けを行った融資機関に通知するものとする。
　　  
（３）事業完了後の計画の変更
　　ア　借受者は、事業の完了後、償還が完了するまでの間に、認定計画と異なる用途に使用するため施設の改造、目的外の使用、譲渡、交換、貸与、使用中止、運営の委託等当該事業が中断すると認められる変更を行った場合は、事業中止等の場合に準じ届け出るとともに貸付金については、繰上償還を行わなければならない。
　　イ　借受者は、事業の完了後、償還が完了するまでの間に、やむを得ず施設の解体移築又は改　　　築、増築、併設若しくは合体等の改造等を行う必要が生じた場合及び年次計画により実施す　　　る予定であった事業を中止する場合は、（１）に準じて、変更承認申請を行わなければなら　　　ない。この場合において、知事は、（１）のエに準じて変更内容、変更理由、事業の継続性　　　の有無及び変更前後の事業の内容の同一性の有無等を審査の上、適否を決定し、不適当であ　　　ると認めるときは、繰上償還等の措置を講ずるものとする。
６　検　査
　　知事が当該融資機関に対する貸付けに係る債権の保全その他貸付けの条件の適正な実施を図　るために必要があると認めた場合は、融資機関は、その業務及び資産の状況に関して遅滞なく報告しなければならない。
　　また、知事は、必要に応じて県貸付金の使用状況等に関する現地確認調査を行うものとする。
７　償  還
（１）約定償還
　　ア　貸付金は、償還期間が１年以内の場合は一時払い、1年を超える場合は均等年賦償還と定められており、その償還期日は、第２の３の（３）に基づいて、貸付契約締結時に定める。
　　イ　償還については、約定償還日の１５日前までに、知事から納付書（高知県会計規則（平成４年高知県規則第２号）別記第11号様式の２）を送付する。融資機関は、納付書で指定された納付期限までに償還金を指定された口座に入金しなければならない。融資機関が、納付期限に償還金の納付を行わないときは、約定償還日の翌日から納付の日までの日数に応じ、延滞金額につき年１２．２５パーセントの割合で計算した額（１円未満切捨て）を違約金として県に納入するものとする。
　　　　なお、約定償還日が銀行法（昭和５６年法律第５９号）第１５条第１項に規定する金融機関の休日に該当する場合は、金融機関の翌営業日を納付期限とする。
　　ウ　融資機関は、納付書兼領収書を保管しなければならない。
　　エ　償還に延滞金が発生した場合で、延滞発生後納付する金額が元本債権及び納付された日までに付された違約金の金額の合計額に足りないときは、その納付された金額を先ず違約金に充当し、次いで元本に充当するものとする。ただし、規則第２３条の規定により知事が認める場合は、この限りでない。
　　オ　借受者の融資機関への償還方法については、第４の８のとおりとし、借受者からの償還金が融資機関内で滞留することのないよう十分に注意しなければならない。
（２）繰上償還
　　ア　融資機関は、県貸付金の全部又は一部を繰り上げて償還しようする場合は、事前に林業・木材産業改善資金県貸付金繰上償還通知書（規則別記第１４号様式）を２部作成し、１部を融資機関の控えとし、１部を知事に提出するものとする。
　　イ　融資機関は、送付された納付書（高知県会計規則別記第１１号様式の２）により繰上償還を行わなければならない。
　　ウ　融資機関は、借受者に次に掲げる事由の発生等があった場合は、約定償還日にかかわらず貸付金の全部又は一部を繰上償還するよう借受者に指示するものとし、借受者から償還された繰上償還金は、速やかに県に償還しなければならない。
　　（ア）借受者が事業を中止し、又は廃止し、又はこの資金で設置した施設等を改造し、目的外に使用し、譲渡し、交換し、貸与し、使用を中止し、若しくはその運営を委託したとき。ただし、当該施設が、災害（暴風雨、豪雨、地震、高潮、降雪、降霜、降ひょう、火災、盗難等）により滅失した場合については、通常の約定償還によることができるものとする。
　　（イ）借受者が実施した事業量が計画よりも減少し、又は機械・施設等の価格が計画よりも下　回ったため、貸付金が事業費を上回ったとき。
　　（ウ）借受者が他の資金等の利用に切り替えたとき。
　　（エ）借受主体（団体）が消滅したとき。
　　　　　（オ）（ア）から（エ）までに掲げるもののほか、知事が必要があると認め、繰上償還を指示
したとき。
（３）期限前償還
　　ア　知事は、融資機関が次のいずれかの事由に該当する場合は、約定償還日の到来前に県貸付　　　金の全部又は一部の償還を請求することができる。
　　（ア）県貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。
　　（イ）県貸付金の償還を怠ったとき。
　　（ウ）県貸付金を借入後速やかに借入申込者に貸付けをしなかったとき。
　　（エ）県貸付金の借入れに際し、又は借入後この借入金債務の全部を償還するまでの間におい　て、県に対し虚偽の申請又は報告をし、若しくは故意に必要な事実の報告を怠ったとき。
　　（オ）仮差押え、差押えの申請若しくは競売の申立てがあったとき又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社整理開始若しくは会社更生手続開始の申立てがあったとき。
　　（カ）支払を停止し、若しくは手形交換所より取引停止処分を受けたとき又は清算に入ったと　　　　き。
　　（キ）租税公課を滞納して督促又は保全差押えを受けたとき。
　　（ク）融資機関が県に対し数個の債務を負う場合において、その一つでも期限に弁済しなかっ　　　　たとき。
　　（ケ）規則及び貸付契約又はこれらに基づく義務の履行を怠ったとき。
　　（コ）規則第２条ただし書各号のいずれかに該当すると認めたとき。
　　（サ）県が債権保全上著しい支障があると認めたとき。
　　イ　融資機関が指定納付期限に償還金の納入を行わないときは、指定納付期限の翌日から納入　　　の日までの日数に応じ年１２．２５パーセントの割合で計算した額（１円未満切捨て）を違　　　約金として県に納入しなければならない。
（４）償還金の収納
　　ア　融資機関は、借受者から受け取った償還金等を高知県会計規則第４１条第２項の規定する期日までに指定金融機関に払い込まなければならない。
　　イ　知事は、償還期日に合わせて融資機関及び借受者ごとに償還金の収納の確認を行うものとする。
８　償還方法の変更
（１）借受者から林業・木材産業改善資金償還方法変更申請書（規則別記第１１号様式）の提出を受けた融資機関は、林業・木材産業改善資金県貸付金償還方法変更申請書（規則別記第１２号様式）を３部作成し、１部を融資機関の控えとし、借受者からの償還方法変更申請書の写しを添えて、２部を林業事務所等へ提出しなければならない。
（２）融資機関から提出を受けた林業事務所等は、当該償還方法の変更に関する意見を添え、１部を木材産業課に送付するものとする。
（３）知事は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、償還方法の変更を認めた場合は、林業･木材産業改善資金県貸付金償還方法変更承認通知書（規則別記第１３号様式）により融資機関に通知するとともに、林業事務所等にその写しを送付するものとする。
　　　また、償還方法の変更をしないことを決定したときは、その旨を融資機関及び林業事務所等に通知するものとする。
９　支払猶予
（１）融資機関は、第４の１０に基づき借受者に対して償還金の支払を猶予する場合に、県貸付金の償還についても支払猶予申請をすることができるものとする。
（２）猶予期間は、その事由が発生した時点以後に償還期日の到来する償還金の一部又は全部につき、原則として１年以内とする。猶予事由の発生した時点以前に償還期日の到来した償還金で延滞中のものについては、猶予しない。
（３）猶予する額は、償還が困難であると認められた最少限度の額とする。
（４）借受者からの林業・木材産業改善資金支払猶予申請書（規則別記第１６号様式）を受理した融資機関は、償還金の支払猶予が必要と認められる場合は、林業・木材産業改善資金県貸付金支払猶予申請書（規則別記第１７号様式）を３部作成し、１部を融資機関の控えとし、借受者から提出された支払猶予申請書の写しを添えて、２部を償還期日の３０日前までに林業事務所等に提出しなければならない。
（５）融資機関から提出を受けた林業事務所等は、当該支払猶予に関する意見を添えて、１部を木材産業課に送付するものとする。
（６）知事は、審査の上、支払猶予の決定をしたときは、林業・木材産業改善資金県貸付金支払猶予決定通知書（規則別記第１８号様式）により融資機関に通知するとともに、林業・木材産業改善資金県貸付金支払猶予決定連絡書（別記第１０号様式）により、林業事務所等に通知するものとする。
　　　また、支払猶予しないことを決定したときは、その旨を融資機関及び林業事務所等に通知するものとする。
１０　債権保全及び管理
（１）融資機関からの償還金の全部又は一部が償還期日までに納付されない場合は、知事は、償還　　期日後３０日以内に期限を指定して、督促状（高知県財産規則（昭和３９年高知県規則第１９　　号）別記第２１号様式）を発付するものとする。
（２）知事は、融資機関の自己資本比率を直近の決算書で確認し、４パーセントを下回っている融資機関に対し、当該融資機関が保有している林業･木材産業改善資金県貸付金債務の担保として、別に締結する質権設定証書（別記第１１号様式）により、借受者に対する転貸債権とそれに付随する担保権を質入れするよう融資機関に指示するものとする。この場合において、融資機関は、知事と協力して速やかに第三者対抗要件を整備しなければならない。
（３）（２）の手続に要する費用は、融資機関が負担するものとする。
第３　融資機関における融資条件等
１　融資条件
　
（１）貸付対象者、林業・木材産業改善資金の内容、利率、償還期間及びその他貸付条件は、規則に定めるとおりとする。
　
（２）融資機関は、林業・木材産業改善資金助成法（昭和５１年法律第４２号）、林業・木材産業改善資金助成法施行令（昭和５１年政令第１３１号）、林業・木材産業改善資金助成法施行規則（平成１５年農林水産省令第５５号）、林業改善資金助成法の施行について（平成１５年６月１１日付け１５林政企第１４号農林事務次官依命通知）、林業・木材産業改善資金制度の運営について（平成１５年６月１１日付け１５林政企第１５号林野庁長官通知）、規則及びこの要領に定める貸付条件等を遵守しなければならない。
２　債権保全措置について
　　融資機関は、物的担保又は独立行政法人農林漁業信用基金（以下「信用基金」という。）が行　なう債務保証による債権保全措置を基本とするものとする。ただし、中小企業者と農林漁業者と　の連携による事業活動の促進に関する法律（平成20年法律第38号）第１１条第１項の認定中小企　業者が借受者となる場合は、高知県信用保証協会（以下「保証協会」という。）が行う債務保証　による債権保全措置を行うこととする。また、地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の　創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律（平成22年法律第67号）第６条第３項の促　進事業者が借受者となる場合で、保証協会が定める中小企業者である場合には、保証協会が行う　債務保証による債権保全措置を行うこととする。
第４　融資機関における林業・木材産業改善資金の貸付け
１　貸付けの決定

　　融資機関は、林業・木材産業改善資金県貸付金貸付決定通知書（規則別記第５号様式）を受理後、借入申込者に対して、速やかに林業・木材産業改善資金借受者貸付決定通知書（別記第１２号様式）により貸付決定の通知をしなければならない。

　　また、貸付けしないことを決定したときは、その旨を借入申込者に通知するものとする。

２　貸付決定の取消し等
（１）融資機関は、貸付決定後、借受者が長期間にわたり貸付けに係る事業に着手しない場合等は、貸付決定の取消しを行うことができるものとする。貸付決定の取消しを行う場合は、借受者にその旨を通知しなければならない。

（２）融資機関は、貸付決定後、借受者が借受けを辞退しようとするときは、貸付実行日までに林業・木材産業改善資金借受辞退届（別記第１３号様式）を提出させなければならない。

　　　提出を受けた融資機関は、第２の３の（４）に基づき、手続を行わなければならない。

３　貸付契約の締結等

（１）貸付契約の締結

　　　融資機関は、借受者との貸付契約の締結を、林業・木材産業改善資金借用証書（別記第１４号様式）又は知事の承認を受けた書式等により行わなければならない。
（２）信用基金及び保証協会の債務保証委託について
　融資機関は、信用基金及び保証協会の債務保証に付する借受者に対し、信用基金及び保証協会へ債務保証委託証書を提出させなければならない。
４　貸付実行
（１）融資機関は、県貸付金の交付を受けた後、融資機関内で県貸付金が滞留することのないよう、速やかに借受者に対し林業・木材産業改善資金の貸付けを行わなければならない。
　
（２）融資機関は、他の貸付金等と区別するため、借受者ごとに自己名義の専用の預金口座（以下「専用口座」という。）を開設させて、当該口座に振り込まなければならない。
５　貸付金の払出し
（１）借受者は、原則として口座振替により支払を行わなければならない。
（２）次に掲げる使途等に資金を使用することは、違法かつ、不適正であり、期限前償還をしなければならない。
　　ア　申請した事業以外の目的に使用したもの
　　イ　事業の実施に直接関係ないものの購入又は経費に充当したもの
６　事業完了の報告等
（１）融資機関は、借受者に対し貸付決定後速やかに事業に着手させ、原則として貸付金の交付後３月以内に事業を完了するよう指示しなければならない。
  　　融資機関は、借受者の事業完了後３０日以内に、支払にかかわる請求書及び領収書の写し、施設等の設置済み写真を添付するとともに、建築・構築物等については、工程写真を添えて事業実施報告書（規則第８号様式）を３部提出させなければならない。
（２）借受者は、認定計画とは異なる内容で事業を実施した場合においても、実際に実施した事業内容を事業実施報告書に記載しなければならない。
（３）借受者は、事業費が増加した場合は、自己資金を追加して事業を行うこと。この場合は、専用口座に増額分の自己資金を入金の上、増加後の事業費の払出しを行わなければならない。
　　　また、事業費が減少し、剰余が生じたときは、その差額（超過貸付額）を繰上償還をしなければならない。
７　認定計画の変更及び中止等

（１）認定計画の変更
　　　認定計画の変更に伴い貸付金に余剰が発生し、第２の５の（１）のオに基づき知事が繰上償還を指示した場合は、融資機関は、借受者に対し、繰上償還を指示するとともに、借受者から繰上償還を受領した場合は、直ちに県に納付しなければならない。
（２）事業の中止又は廃止
　　　事業を中止し、又は廃止し、第２の５の（２）のウに基づき知事が、借受者の認定を取り消した場合は、融資機関は、借受者に対し、繰上償還を指示するとともに、借受者から繰上償還金を受領した場合は、直ちに県に納付しなければならない。
（３）事業完了後の認定計画の変更　　
　第２の５の（３）のアに基づき、知事が借受者の認定を取り消した場合は、融資機関は、借受者に対し、繰上償還を指示するとともに、借受者から繰上償還金を受領した場合は、直ちに県に納付しなければならない。
８　償  還
（１）約定償還

　貸付金は、償還期間が１年以内の場合は一時払い、１年を超える場合は均等年賦償還と定められており、融資機関は、その償還期日を第２の３の（３）に基づいて、貸付契約締結時に定める。    
（２）繰上償還

　　ア　借受者は、融資機関に林業・木材産業改善資金の全部又は一部を繰り上げて償還することができる。繰上償還する場合は、原則として繰上償還しようとする日の１０日前までに林業・木材産業改善資金繰上償還申出書（規則別記第１５号様式）を２部作成し、１部を借受者の控えとし、融資機関に提出しなければならない。

　　　　融資機関は、借受者からの繰上償還があった場合は、第２の７の（２）により、知事に対し県貸付金に係る繰上償還を行わなければならない。

　　イ　次に掲げる事由の発生等により、借受者は、約定償還日の到来以前に貸付金の全部又は一部を繰上償還しなければならない。

　　（ア）事業を中止し、又は廃止し、又はこの資金で設置した施設等を改造し、目的外に使用し、譲渡し、交換し、貸与し、使用を中止し、若しくはその運営を委託したとき。ただし、当該施設が、災害（暴風雨、豪雨、地震、高潮、降雪、降霜、降ひよう、火災、盗難等）により減失した場合については、通常の約定償還によることができるものとする。

　　（イ）実施事業量が計画よりも減少し、又は機械・施設等の価格が計画よりも下回ったため、貸付金が事業費を上回ったとき。

　　（ウ）他の資金等の利用に切替えたとき。

　　（エ）借受主体（団体）が消滅したとき。
　　（オ）第２の７の（２）のウの（オ）に基づき金融機関が繰上償還を請求したとき。　　

（３）期限前償還

　　　融資機関は、借受者が次のいずれかの事由に該当する場合は、貸付金の全部又は一部につき、期限を示して期限前償還を請求することができるものとする。

　　　また、融資機関は、借受者から期限前償還により償還金を受領した場合は、第２の７の（２）により、県貸付金の繰上償還を行わなければならない。

　　ア　貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。
　　イ　貸付金の償還を怠ったとき。

　　ウ　貸付金を長期にわたり使用しないとき。

　　エ　貸付金の借入れに際し、又はその借入後この借入金債務の全部を弁済するまでの間において、融資機関に対して虚偽の申請又は報告をし、若しくは故意に必要な事実の報告を怠ったとき。

　　オ　仮差押え、差押えの申請若しくは競売の申立てがあったとき又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社整理開始若しくは会社更生手続開始の申立てがあったとき。

　　カ　支払を停止し、若しくは手形交換所より取引停止処分を受けたとき又は清算に入ったとき。　　キ　租税公課を滞納して督促又は保全差押えを受けたとき。

　　ク　数個の債務を負う場合において、その一つでも期限に弁済しなかったとき。

　　ケ　貸付金により改良、造成、復旧又は取得をされた施設が他に譲渡若しくは転用をされたとき又は公用収用されたとき。
　　コ　規則及び契約又はこれらに基づく義務の履行を怠ったとき。
　　　サ　規則第１８条第１項第３号から第５号までに掲げる事項のいずれかに該当することが判明したとき。
シ　アからサまでに掲げるもののほか、融資機関が債権保全上著しい支障があると認めたとき。
    ス  第２の７の（２）のウの繰上償還の指示に従わないとき。
９　償還方法の変更

　　　知事から林業･木材産業改善資金県貸付金償還方法変更承認通知書（規則別記第１３号様式）により通知を受けた融資機関は、林業・木材産業改善資金償還方法変更承認通知書（別記第１５号様式）により借受者に対し通知しなければならない。
１０　支払猶予
（１）融資機関は、特に次に掲げる事由に起因して借受者の償還が著しく困難である場合は、支払猶予の措置をとることができる。

　　ア　災害（暴風雨、豪雨、地震、高潮、降雪、降霜、降ひょう、火災、盗難等）

　　イ　借受者（団体の場合は、その構成員）又はその者と生計を一にする親族の死亡、疾病又は負傷

（２）償還が著しく困難であることの認定は、具体的事例について個々に判断するものとする。
（３）猶予期間は、その事由が発生した時点以後に償還期日の到来する償還金の一部又は全部につき、原則として１年以内とする。猶予事由の発生した時点以前に償還期日の到来した償還金で延滞中のものについては、猶予してはならない。

（４）猶予する額は、償還が困難と認められた最少限度の額とする。借受者が法人格のない団体等の場合は、その構成者の実情によって判断するものとする。

（５）融資機関は、支払猶予を受けようとする借受者に対して、林業・木材産業改善資金支払猶予申請書（規則別記第１６号様式）に市町村長、消防署長、警察署長又は医師等の証明書を添えて、償還期日の３０日前までに提出するよう指示しなければならない。
（６）知事から県貸付金支払猶予決定通知を受けた融資機関は、林業・木材産業改善資金支払猶予決定通知書（別記第１６号様式）により、速やかに借受者に通知を行うものとする。
１１　違約金

（１）違約金

　　　融資機関は、借受者が償還期日に償還金又は期限前償還をすべき金額を支払わなかった場合は、延滞金額につき年１２．２５パーセントの割合をもって、償還期日の翌日から支払日までの日数に応じ計算した違約金を徴収しなければならない。
　　　なお、違約金の年当たりの割合は、閏（じゅん）年の日を含む期間についても、３６５日当たりの割合とする。
（２）借受者から徴収した違約金の納付義務

　　　融資機関は、借受者から違約金を徴収した場合は、徴収した金額を、速やかに、県に納付しなければならない。ただし、融資機関が、県貸付金の償還を償還期日に支払っている場合は、借受者が償還期日に償還しなかった場合に徴収した違約金を県に納付する必要はない。
１２　償還金の督促

　　　融資機関は、借受者が償還期日を経過した後、なお償還しない場合は、借受者等に対し、文　書その他適当であると認められる方法で支払の督促を行わなければならない。

１３　報告

　　　融資機関は、次に該当する場合は、借受者に対し速やかに報告させるとともに、必要な手続を　とらなければならない。
　（１）事業の遂行が困難となった場合又は事業を変更し、中止し、若しくは廃止する場合
　（２）住所、氏名等に異動を生じ、又は連帯保証人若しくは物上保証人の死亡、解散その他これに準ずる事実が発生した場合
　（３）連帯保証人又は物上保証人の資産若しくは事業の状況に著しい変動を生じ、又はそのおそれのある場合
　（４）（１）から（３）までに掲げる場合のほか、知事が必要があると認めた場合
１４　改善措置計画の指導
　　　融資機関は、必要に応じて林業事務所等と連携をとり、借受者の林業・木材産業改善措置に関する計画が達成できるよう指導しなければならない。
　
　
第５　その他
１　検査
　　県は、必要に応じ貸付金の使途及び貸付金により設置し、又は購入した機械、施設等の使用状況を検査することができる。
２  補助事業等との関連
　林業・木材産業改善資金は、国の補助事業の補助残融資として使用してはならない。
３  他の法令遵守
　　借受者は、林業・木材産業改善資金の貸付けに係る事業を実施するに当たっては、規則以外の　法令（例えば、森林法、電波法等）の適用の有無についても注意を払い、必要な手続をするもの　とする。
４　平成１６年２月２日までに貸付実行している貸付金（直貸債権）について
　
　　平成１６年２月２日までに貸付けしている林業改善資金の取扱いは従前の要領によるものと　する。
　　附則
１　この要領は、平成１６年２月３日から施行する。
  （経過措置）
２　平成１５年度の貸付けに関しては、第２の（２）で定める期限は適用しない。
　　附則
１　この要領は、平成１７年４月２１日から施行する。
　　附則
１　この要領は、平成１７年８月９日から施行する。
附則
１　この要領は、平成１９年４月１日から施行する。
　　附則
１　この要領は、平成２０年４月１日から施行する。
　　附則
１　この要領は、平成２１年１０月３０日から施行する。
附則
１　この要領は、平成２３年４月１日から施行する。
附則
１　この要領は、平成２３年１０月１４日から施行する。
附則
１　この要領は、平成２４年１１月３０日から施行する。




